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千葉市新庁舎整備事業アドバイザリー業務委託 公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 募集の目的 

 本プロポーザルは、千葉市新庁舎整備事業における基本設計を円滑に進めるため、「千

葉市新庁舎整備基本構想」、「千葉市新庁舎整備基本計画」及び「千葉市新庁舎整備基本

設計方針」を踏まえ、本市の庁舎整備の特性等を十分に理解し、豊富な経験やマネジメ

ント能力を有する優れたコンストラクション・マネージャー（以下、「ＣＭｒ」という。）

を選定するために実施するものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務委託名   

千葉市新庁舎整備事業アドバイザリー業務委託（以下、「本委託」という。） 

（２）委託内容 

別紙「千葉市新庁舎整備事業アドバイザリー業務委託 仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

   契約締結日の翌日から平成２９年１０月３１日まで 

（４）委託限度額 

  ４０，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５）担当課 

千葉市財政局資産経営部管財課庁舎整備室 

住所  〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１番１号 

電話  ０４３（２４５）５０４４ 

ＦＡＸ  ０４３（２４５）５５７７ 

e-mail  choshaseibi@city.chiba.lg.jp 

ホームページ   

 http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/kanzai/chosha/index.html 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の参加資格要件を全て満たす単体企業とする。 

（１）発注者の業務支援を行うＣＭｒとして、コンストラクション・マネジメント業務（以

下「ＣＭ業務」という。）のうち、公的主体が発注する工事※の計画・設計段階におけ

る各種マネジメント業務を行った実績があること（平成１４年４月１日以降に契約さ

れ、参加申込書提出日までに完了（全体計画の一部が完了でも可とする。）しているも

のを対象とする。）。 

※公的主体が発注する工事  

〇 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７

号）第２条第２項に定める公共工事 
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〇 「医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に定める公的医療機関」、「国立

大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に定める国立大学法人」及

び「地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に定める公

立大学法人」が発注する工事 

（２）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により、一級建築士事務所

の登録を受けていること。また建築士法第１０条第１項の規定による処分を受けてい

る者が所属していないこと。 

（３）平成２８・２９年度の千葉市入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者で次の各号にも該当しないものであること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 当該業務の業務提案書提出日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で、

同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で、

同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていないもの 

オ 千葉市内において、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)に違反している者 

カ 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づ

く指名停止措置等を業務提案書の提出の日から事業者の決定の日までの間に受けて

いる者 

キ 法人税並びに消費税及び地方消費税を完納していない者 

ク 千葉県内に本店又は営業所等を有する者にあっては、すべての千葉県税を完納し

ていないもの 

ケ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む）

を完納していないもの 

コ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者

にあっては、個人住民税の特別徴収を行っていないもの 

サ 千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第９条に規定する暴力

団員等又は暴力団密接関係者 

 

４ 業務実施上の条件 

  業務の実施にあたっては、次の条件を満たすものとする。 

（１）業務の再委託 

   契約の履行の全部または主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。主要

な部分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとする。 

（２）管理技術者の資格及び実績要件 

   本委託の技術的管理を行う者として、管理技術者を配置すること。管理技術者は、
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受注者に所属する者に限るものとし、一級建築士の資格を有し、計画・設計段階にお

いて業務支援を行うＣＭｒとして、ＣＭ業務に携わった実績があること。 

（３）アドバイザリー業務を担当する各分野の担当責任者 

以下の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績のある者とする。なお、ア、オ、

カについては業務に支障をきたさない範囲で兼務を認める。 

ア 建築（総合） 

   一級建築士の資格を有する者。管理技術者の本業務担当責任者との兼務を認める。 

イ 建築（構造） 

   構造設計一級建築士の資格を有する者。 

ウ 電気設備 

   建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有する者。 

エ 機械設備 

   建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有する者。 

オ 建築コスト管理 

建築コスト管理士又は建築積算士の資格を有する者。他の担当責任者が本資格を有

する場合においては、本業務担当責任者との兼務を認める。 

カ 工事施工計画 

一級建築施工管理技士の資格を有する者。他の担当責任者が本資格を有する場合に

おいては、本業務担当責任者との兼務を認める。 

（４）業務を受託した場合の履行 

受注者は、本募集要項に基づき提出した業務実施体制により業務を履行するととも

に、応募時の提案事項の実現に向け、課題の有無等を検討すること。課題がある場合

は改善策の提案を行い、発注者の承認を得て業務を遂行すること。 

 

５ 参加に関する手続き 

（１）スケジュール 

 

 内容 日程 

① 公募型プロポーザル募集要項公表 平成２８年５月２３日（月） 

② 参加申込書受付 ５月２３日（月）～６月 ３日（金） 

③ 質問受付 ５月２３日（月）～５月３１日（火） 

④ 質問回答 ６月 ３日（金） 

⑤ 参加資格確認及び面接通知 ６月１５日（水） 

⑥ 業務提案書受付 ６月１５日（水）～６月２２日（水） 

⑦ ヒアリング ７月 ５日（火）～７月 ６日（水） 

⑧ 優先交渉権者の公表 ７月中旬 
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（２）参加申込み 

   参加を希望する者は、以下の通り必要書類を提出すること。 

  ア 受付期間 

    平成２８年５月２３日（月）から平成２８年６月３日（金）午後５時必着  

※厳守 

     郵送の場合は、上記期限日必着のこと。 

 イ 提出方法 

   持参又は郵送とする。郵送の場合は、封筒表面に「千葉市新庁舎整備事業アドバ

イザリー業務委託 公募型プロポーザル募集 参加申込書 在中」と朱書きし、書

留の扱いとすること。なお、事故等による未着について、本市では責任を負わない。 

 ウ 提出先 

   〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１番１号 

   千葉市財政局資産経営部管財課庁舎整備室（千葉市役所本庁舎５階） 

 エ 提出書類 

① 参加申込書 様式第１号 

② 誓約書 様式第２号 

③ 参加者に所属する技術者数及び有資格者数 様式第３号 

④ 参加者の同種・類似業務実績（一覧） 様式第４号 

⑤ 参加者の同種・類似業務実績（詳細） 様式第５号 

⑥ 管理技術者の経歴等 様式第６号 

⑦ 担当責任者の経歴等 様式第７－1～６号 

⑧ 会社の概要を説明した資料（会社案内パンフレット可）  

⑨ 「３ 参加資格要件（１）」を確認できる資料  

 

オ 提出書類の記入上の留意事項 

（ア）参加者の同種・類似業務実績（一覧）（様式第４号） 

   以下のａもしくはｂに該当するＣＭ業務の業務実績を５件以内で記入すること。

実績が複数ある場合は、ａのＣＭ実績を優先すること。なお、記入した業務につ

いては、契約書の鑑の写し、業務の完了が確認できるものの他、用途・規模等が

ａ又はｂに該当することが正確に確認できる資料等を参考資料として添付するこ

と。 

ａ 同種業務 

    公的主体が発注する工事で、延床面積が 20,000 ㎡以上の建築物（事務所機能

を含むものに限る。）の新築、増築、改築に伴って行われた計画・設計段階のＣ

Ｍ業務のうち、平成１４年４月１日以降に契約され、参加申込書提出日までに

完了（全体計画の一部が完了でも可とする。）しているものを対象とする。 
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ｂ 類似業務 

  上記以外の建築工事で、延床面積が 20,000 ㎡以上の建築物（事務所機能を含

むものに限る。）の新築、増築、改築に伴って行われた計画・設計段階のＣＭ業

務のうち、平成１４年４月１日以降に契約され、参加申込書提出日までに完了

（全体計画の一部が完了でも可とする。）しているものを対象とする。 

（イ）管理技術者及び各担当責任者の経歴等（様式第６号及び様式第７－１～６号） 

   本委託を担当する管理技術者及び担当責任者について、次に従い記入すること。

ａ 資格 

    資格の種類は、様式に記載された資格について記入すること。 

ｂ 業務実績 

    ＣＭ業務に携わった実績を５件以内で記入する。実績が複数ある場合は以下

の順で記入する。 

① 同種業務 

② 同種業務の件数が５件に満たない場合は、次に類似業務 

 ③ 上記②においてなお、５件に満たない場合はその他の業務 

同種及び類似業務の対象は、前記「オ（ア）参加者の同種・類似業務実績」

に記載の「a 同種業務」及び「ｂ 類似業務」による。 

（ウ）「３ 参加資格要件（１）」を確認できる資料 

   本募集要項「３ 参加資格要件（１）」に掲げる要件を満たすことが確認できる

資料を添付すること。 

（エ）参加資格確認通知及びヒアリング実施通知の送付 

上記により提出を受けた書類に基づき参加資格の確認を行い平成２８年６月 

１５日（水）までにその結果を、電子メールにより通知する。  

（３）内容に関する質問 

本プロポーザルの実施においては、説明会を行わないため、本募集要項及び仕様書

等の内容について不明な点が生じた場合は、以下により質問すること。 

ア 受付期間 

  平成２８年５月２３日（月）から平成２８年５月３１日（火）午後５時まで 

イ 提出方法 

  電子メールによる。持参、郵送、ＦＡＸ、電話での質問及び受付期間を過ぎて提出

された質問は一切受け付けない。電子メールの件名は、「プロポーザル募集質問書」

とする。 

質問書を提出したときには、事故防止のため必ず電話で提出の旨を連絡すること。 

  提出先電子メールアドレス：choshaseibi@city.chiba.lg.jp  

ウ 提出書類 

  質問書（様式第８号） 
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エ 質問に対する回答 

  平成２８年６月３日（金）までに、千葉市ホームページにて公開する。 

なお、質問の回答内容については、本募集要項の追加又は修正とみなす。  

（４）業務提案書の提出 

   参加資格確認通知及び面接通知を受けた者は、以下により業務提案書を提出するこ

と。 

ア 受付期間 

    平成２８年６月１５日（水）～平成２８年６月２２日（水）午後５時必着  

※厳守 

     郵送の場合は上記期限必着のこと。 

  イ 提出方法 

    持参又は郵送とする。郵送の場合は、封筒表面に「千葉市新庁舎整備事業アドバ

イザリー業務委託 公募型プロポーザル募集 業務提案書在中」と朱書きし、書留

の扱いとすること。なお、事故等による未着について、本市では責任を負わない。 

ウ 提出先 

  〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１番 1号 

  千葉市財政局資産経営部管財課庁舎整備室（千葉市役所本庁舎５階） 

エ 提出書類 

  次の内容を記載した所定及び任意の様式を紙及び電子データ（Microsoft Word 形

式、Microsoft Excel 形式又は PDF 形式）を記録した CD‐ROM（又は DVD‐ROM）にて

作成する。 

  紙媒体のうち正本については、押印・袋とじとする。 

②～④については副本として１０部作成し、容易に散逸しないようにホチキス等

で止める。また業務提案書の内容から参加者名が判別できる表現を使用しないこと。 

① 業務提案書鑑 様式第９号 

② 業務提案書（業務方針） 様式第１０号 

③ 業務提案書（工程計画書） 様式第１１号 

④ 業務提案書（取組方針） 様式第１２号 

⑤ 参考見積書 任意様式 

 

  オ 業務提案書の作成（様式第１０号～１２号） 

    文字の大きさは、１０．５ポイント以上とし、必要に応じて、文章を補完するた

めに必要な概念図や表、イメージ図等を使用し、基本的な考え方をわかりやすく簡

潔に記述すること。 

    また、参加者を特定することができる内容の記述（社名や実績の名称など）は行

わないこと。 
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「千葉市新庁舎整備基本構想」や「千葉市新庁舎整備基本計画」、「千葉市新庁舎

整備基本設計方針」など本市のこれまでの検討経過を十分踏まえ、記述してくださ

い。 

（ア）業務方針（様式第１０号） 

 本委託の業務方針について、以下の内容を記述してください。 

○ 本委託の取組方針と体制 

○ 担当チームの特徴・強み 

○  基本設計者や本市技術担当課及び発注担当課との調整においてアドバイ

ザリー事業者に期待される役割と取組方針 

（イ）工程計画書（様式第１１号） 

本委託における工程計画書を作成してください。 

（ウ）取組方針（様式第１２号） 

本市の庁舎整備全般や基本設計業務を実施する上で想定される課題を以下の観

点から示し、アドバイザリー事業者としての取組方針などを具体的に記述して下

さい。 

○ スケジュール・マネジメント 

○ コスト・コントロール 

○ 上記以外で自由記述（１項目のみ） 

カ 参考見積書 

参考見積書は仕様書に示す業務内容ごとの内訳金額が分かるように算出すること。 

なお、委託期間は、平成２８年８月～平成２９年１０月までの１５か月間を想定

している。 

本委託の参考見積もりについて、業務量の目安に比べ著しく乖離していると判断

した場合には、その妥当性を確認することがある。 

（５）ヒアリング 

  業務提案書の提出者に対し、ヒアリングを実施する。 

ア 開催日  平成２８年７月５日（火）～７月６日（水） 

イ 出席者  本委託を担当する管理技術者、建築（総合）担当責任者を必須とし、

その他各担当責任者の中から選出した計３名以内とする。 

ウ 内 容  業務提案書に対する質疑応答 

エ 時 間  ３０分程度 

オ 留意事項 

（ア）ヒアリングの際には、参加者を特定することができるような表現をしないこと。 

（イ）ヒアリングに参加しない場合は、審査の対象としない。 
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６ 事業者選考 

（１）選考方法 

   「千葉市新庁舎整備事業アドバイザリー業務委託 公募型プロポーザル選定委員会」

の委員が、提出された業務提案書及びヒアリングにより評価する。 

（２）評価基準 

 評価項目 評価の着目点 配点基準 

定量的事項に

係る審査 

参加者の実力 
参加者の保有する技術職員の状況 

１３ 
参加者の同種又は類似業務実績 

担当チームの能

力 

管理技術者及び担当責任者の資格 

１７ 
管理技術者及び担当責任者の同種又は類似業務

実績 

管理技術者の繁忙度（手持業務量） 

定性的事項に

係る審査 

担当チームの対

応 

業務提案書 ５０ 

特に評価すべき事項（ヒアリング結果を反映） ２０ 

 

（３）優先交渉権者・次点者の決定方法 

ア 最も得点が多い参加者に優先交渉権を与え、その次に得点が多い参加者を次点者

とする。 

イ 最も得点が多い参加者が複数あった場合は、「定性的事項に係る審査」で得点が多

い参加者を優先交渉権者とする。 

ウ 上記イにおいてなお同点の場合は、くじにより優先交渉権者を決定する。 

エ 次点者となる参加者が複数あった場合は、上記イ～ウを準用して決定する。 

（４）不適格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

 ア 見積額が委託限度額を超過した場合 

イ 提出書類の提出方法、提出先又は提出日が本募集要項で指定した条件を満たさな

い場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ 提出書類に重大な誤脱があった場合 

オ 業務提案書の提出以降、契約に至るまでの間に本募集要項「３ 参加資格要件」

に掲げる要件を満たさなくなるなど、契約を履行することが困難と認められる状態

になった場合 

カ 審査の公平を害する行為があった場合 

キ その他、本プロポーザルにあたり著しく信義に反する行為等があった場合 
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（５）選考結果の通知 

選考結果については、ヒアリング実施後、採用、不採用にかかわらず参加者全員に

速やかに電子メールにより通知する。また、優先交渉権者及び次点者については参加

者名・点数を、優先交渉権者及び次点者以外の参加者については点数のみを、平成 

２８年７月下旬を目処に千葉市ホームページに掲載するものとする。 

  なお、選考結果に関する異議申し立ては受け付けしない。 

 

７ 契約方法 

（１）契約の締結 

ア 優先交渉権者の決定後は、優先交渉権者より改めて見積書を徴し、詳細な業務の

内容及び契約条件について協議し、双方合意のうえ、予算の範囲内で随意契約によ

り契約を締結するものとする。 

イ 上記アの交渉が不成立の場合には、本市は順次、次点以下の事業者と交渉を行い、

契約を締結するものとする。 

（２）配置予定技術者 

本募集要項に基づき提出した配置予定の管理技術者及び担当責任者は、傷病、死亡、

退職等極めて特別な場合を除き、変更することはできないものとする。 

（３）契約保証金 

  要する。ただし、千葉市契約規則第２９条に該当する場合は免除とする。 

（４）契約書の作成 

  契約にあたっては、契約書を２通作成し、各１通を保有する。 

（５）契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

（６）委託料の支払い 

  完了払い 

 

８ 留意事項 

（１）業務提案書の作成、提出及びヒアリングに要する費用は、参加者の負担とする。 

（２）提出された業務提案書等は一切返却しない。 

（３）業務提案書や選考結果（不採用となった参加者の名称、審査結果を含む）は、第三

者から公文書開示請求があった場合、原則として開示の対象とする。ただし、本プロ

ポーザル選考期間中は、千葉市情報公開条例（平成１２年条例第５２号）第７条の規

定に基づき、開示の対象としない。 

（４）本プロポーザルに関連し知り得た情報については、本市の承諾を得ることなく、第

三者に漏らしてはならない。 

（５）本市は業務提案書を本委託の選定以外に無断で使用しないものとする。 

（６）業務提案書の提出後、本市の判断によりヒアリングによる内容の確認、補足資料の
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提出を求めることがある。 

（７）業務提案書の記述が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うこととする。 

（８）本委託の受注者は、今後公募開始を予定している「千葉市新庁舎整備基本設計業務

委託」の受注者となることはできない。 

また、本委託の受注者との間に資本関係又は人的関係がある者も同様とする。 

（９）本プロポーザルに関して、追加すべき情報があった場合には、本市ホームページに

掲載するものとする。 

 


